
ＪＲ東海労ニュース
ＪＲ西労・松下さん地位確認等請求訴訟

不当判決弾劾！
12月22日、ＪＲ西労の松下さんがＪＲ西日本を相手取り、車掌職復帰と

損害賠償を求めた裁判で、大阪地方裁判所は地位確認（車掌復帰）を却

下、その他の請求は棄却するという不当判決を下しました。私たちＪＲ

東海労は、不当判決を弾劾する！

裁判所は、日勤教員については一切触れず、あれだけの大事故を引き

起こしたＪＲ西日本を擁護するかのように主張を取り入れたのです。我

が仲間の主張は一切無視するなど、絶対に許せません。

松下さんは、ＪＲ福知山線事故の当該列車に車掌として乗務していま

した。事故後、松下さんは体調を崩し入院しました。そこまで追い込ん

だのは、ＪＲ西日本なのです。従って、ＪＲ西日本が責任をもって松下

さんを車掌職場に復帰させることは義務です。こともあろうに、ＪＲ西

日本は法廷で、「車掌業務の能

力に欠ける」と主張するなど、

人権を否定し、人間性の欠片も

ないことを平然と行っているの

です。絶対に許してはなりませ

ん。

松下さんは控訴して闘うこと

を決意しています。私たちＪＲ

東海労は、勝利を勝ち取るまで

松下さんと共に闘います。
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